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三月定例村議会

三
月
定
例
村
議
会
が
三
月
六
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
、
十
六
日
間

の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

初
日
の
本
会
議
で
は
、
村
長
が
平
成
二
十
年
度
の
施
政
方
針
を
説

明
。
（
２
〜
９
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
そ
の
後
、
四
議
員
が
一
般
質
問
に

立
ち
、
村
長
の
考
え
を
聞
き
ま
し
た
。

平
成
二
十
年
度
の
当
初
予
算
は
予
算
審
査
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、

二
つ
の
分
科
会
に
分
か
れ
て
審
議
。
ま
た
、
条
例
な
ど
の
案
件
は
各

常
任
委
員
会
に
付
託
の
う
え
審
査
さ
れ
ま
し
た
。
各
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
案
件
は
、
最
終
日
に
各
委
員
長
の
報
告
を
受
け
て
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
（
予
算
の
概
要
は
１０
〜
１３
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

こ
こ
で
は
、
そ
の
主
な
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

条
例
の
制
定
・
廃
止

■
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

＊
―
平
成
十
九
年
度
に
村
で
設
置

し
た
、
中
束
・
鍬
江
沢
・
幾
地
地

内
の
移
動
通
信
用
鉄
塔
施
設
（
携

帯
電
話
）
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
条

例
の
制
定

＊
―
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら

始
ま
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

つ
い
て
条
例
を
定
め
る
も
の
で
す
。

■
中
学
校
寄
宿
舎
設
置
条
例
の
廃

止＊
―
旧
関
谷
中
学
校
・
旧
女
川
中

学
校
の
寄
宿
舎
に
つ
い
て
の
条
例

を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

条

例

の

改

正

■
課
制
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
農
地
農
道
整
備
・
林
政
振

興
・
林
道
整
備
等
に
関
す
る
事
務

を
建
設
課
か
ら
農
政
観
光
課
へ
、

後
期
高
齢
者
医
療
・
介
護
保
険
料

の
賦
課
徴
収
事
務
を
健
康
福
祉
課

で
所
管
す
る
こ
と
に
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
区
長
設
置
条
例
の
全
部
改
正

＊
―
各
集
落
区
長
の
委
嘱
や
職
務

内
容
に
つ
い
て
条
例
を
全
部
改
正

す
る
も
の
で
す
。

■
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

改
正

＊
―
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
開

始
に
伴
う
改
正
や
徴
収
方
法
に
つ

い
て
変
更
す
る
こ
と
な
ど
の
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
基
金
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
ふ
る
さ
と
納
税
が
新
設
さ
れ

る
の
に
伴
い
、
ふ
る
さ
と
応
援
基

金
を
新
た
に
設
置
す
る
も
の
で
す
。

■
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
学
校
教
育
法
の
改
正
に
伴
い

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で

す
。

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
助

成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

■
老
人
医
療
費
助
成
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

■
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
右
の
三
つ
は
、
老
人
保
健
法

が
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
に
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も

の
で
す
。

■
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改

正＊
―
葬
祭
費
に
つ
い
て
、
他
の
法

律
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
際
は
、

給
付
を
行
わ
な
い
こ
と
に
す
る
な

ど
に
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
平
成
十
七
年
度
の
税
制
改
正

に
よ
り
所
得
階
級
が
上
が
っ
た
方

に
対
し
て
、
保
険
料
負
担
の
急
増

を
避
け
る
措
置
を
平
成
二
十
年
度

も
継
続
す
る
た
め
に
改
正
す
る
も

の
で
す
。

■
手
数
料
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正

＊
―
戸
籍
法
の
改
正
に
伴
い
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

給
与
・
休
暇
等
の
改
定

■
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

■
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

■
一
般
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正

＊
―
右
の
三
つ
は
、
少
子
化
対
策

の
一
環
と
し
て
「
育
児
の
た
め
の

議 の
動
会
き
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平成19年度 補正予算

■一般会計（第７号）
補正額　　４５０万円を追加
総　額　　４４億６，２２５万円
■国民健康保険事業特別会計（第４号）
補正額　　６３８万円を減額
総　額　　８億３，９７２万１千円
■老人保健特別会計（第２号）
補正額　　４，７２０万７千円を追加
総　額　　９億１，２９５万５千円
■村有温泉特別会計（第１号）
補正額　　７０万５千円を追加
総　額　　６００万５千円
■簡易水道特別会計（第２号）
補正額　　９，２７５万円を追加
総　額　　１億６，８４８万４千円
■公共下水道事業特別会計（第３号）
補正額　　２，４９８万円を減額
総　額　　９億３，６６７万円
■水道事業会計（第２号）
収益的収入　　４５０万円を減額
資本的収入　　４５７万７千円を追加
資本的支出　　１，８１１万円を減額

平成２０年４月１日以降に実施される選挙から、
投票区・投票所が変更となります。（右表参照）
なお、期日前投票の投票所については従前と変更

ありません。

今回、投票区が変更される理由は、
�有権者数の減少
�期日前投票等の投票制度の充実
�職員数の減少により投票所従事職員の確保が
困難

�経費削減
などの観点から、関川村選挙管理委員会において協
議し、決定したものです。
地域によっては、今までよりご不便をお掛けしま

すが、皆さんのご理解ご協力をお願いします。
■問い合わせ先

関川村選挙管理委員会（役場総務課内）
�６４－１４７６

次回
選挙から 投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります投票区・投票所が変更になります

18投票区から９投票区へ統合

変更後の投票区・投票所

下関・辰田新・打上・勝

蔵・南赤谷・内須川

上関・下川口・荒川台・

高瀬・沢・湯沢

山本・幾地・鍬江沢・上

土沢・下土沢・大島

蔵田島・久保・鮖谷・金

俣・大石・安角・上川口

大内淵・片貝・聞出・沼

金丸・八ツ口

松平・滝原・上野山・小

見・小見前新田・平内新

・高田・桂・松ヶ丘

農村文化交流セ

ンターの～む

村民会館

土沢小学校

安角小学校

はなみの里

金丸集落開発セ

ンター

川北小学校

第１投票区

第２投票区

第３投票区

第４投票区

第５投票区

第６投票区

第７投票区

上野原・深沢・上野新・

若山・上野・小和田・中

束・蕨野・上新保・蛇喰

・南中・宮前・朴坂

女川小学校第８投票区

田麦千刈
田麦千刈生活改

善センター
第９投票区

投票区 投票所（予定） 地　　区

短
時
間
勤
務
制
度
」
が
導
入
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
も
の
で
す
。

市
町
村
合
併
に
伴
う
条
例
等

左
の
七
つ
は
、
岩
船
郡
・
村
上

市
の
五
市
町
村
合
併
に
伴
い
、
条

例
の
制
定
・
改
正
、
規
約
を
変
更

す
る
も
の
で
す
。

■
村
上
市
・
岩
船
郡
予
防
接
種
健

康
被
害
調
査
委
員
会
の
共
同
設
置

に
つ
い
て

■
入
湯
税
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
「
荒
川
町
憩
い
の
家
」
を

「
荒
川
い
こ
い
の
家
」
に
名
称
を

変
更
す
る
も
の
で
す
。

■
ご
み
の
散
乱
等
防
止
条
例
の
一

部
改
正

■
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

■
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改

正■
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正

＊
―
岩
船
地
域
広
域
事
務
組
合
消

防
長
を
村
上
市
消
防
長
に
変
更
す

る
も
の
で
す
。
な
お
、
「
岩
船
地

域
広
域
事
務
組
合
消
防
署
関
川
分

所
」
は
「
村
上
市
消
防
署
関
川
分

署
」
に
名
称
が
変
わ
り
ま
す
。

■
新
潟
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体

の
数
の
減
少
及
び
規
約
の
変
更
に

つ
い
て
（
専
決
）

平
成
二
十
年
度
当
初
予
算

■
平
成
二
十
年
度
一
般
会
計
と
十

の
特
別
会
計
、
水
道
事
業
会
計

＊
―
１０
〜
１３
ペ
ー
ジ
の
新
年
度
予

算
の
概
要
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。




